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様式  

会    議     録  

会 議 の 名 称  令和５年度第１回川越市協働事業審査委員会  

開 催 日 時  令和５年４月１０日（月）  

 午後１３時００分  開会  ・  午後１５時００分  閉会  

開 催 場 所 川越市役所本庁舎  第１委員会室・迎賓室  

議  長（会長）  

氏  名  

 

遠藤克弥委員長   

出席者（委員） 

氏名（人数）  

遠藤克弥委員長  櫻井晶夫副委員長  

真下英二委員   栃原綾子委員  

野本吉憲委員   藤井美登利委員   

米原民子委員   柳内邦章委員    山下利一委員（９名）  

欠席者（委員） 

氏名（人数）  

佐藤保雄委員（１名）  

事 務 局 職 員  

職  氏  名  

川越市市民部          部長   市ノ川千明  

市民部副部長  地域づくり推進課 課長   福釜周二  

副主幹  熊谷真一  

主任   森裕美  

傍 聴 者 人 数   １名  

会  

 

議  

 

次  

 

第  

１  開会  

２  委嘱書の交付  

３  市長あいさつ  

４  議事  (１ ) 正・副委員長の選出  

(２ ) 正・副委員長の就任あいさつ  

(３ ) 会議の傍聴について  

(４ ) 令和５年度会議等スケジュールについて  

(５ ) 制度概要及び審査基準について  

(６ ) プレゼンテーション、ヒアリングについて  

５  その他  

６  閉会  

配

布

資

料 別  紙・・・・次第  

資料１・・・・川越市協働事業審査委員会条例  
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資料２・・・・川越市協働事業審査委員会の傍聴に関する要領  

資料３・・・・令和５年度協働事業スケジュール概要  

資料４・・・・川越市協働推進事業制度のポイント  

資料５・・・・川越市提案型協働事業補助金審査基準  

資料６・・・・川越市協働委託事業審査基準  

資料７・・・・提案型協働事業プレゼンテーションについて  

資料８・・・・協働事業ヒアリングについて  

資料９・・・・個人情報の保護に関する法律（抜粋）  

参考・・・・・過去の協働事業一覧  

別紙・・・・・同意書、川越市協働事業審査委員会委員名簿  
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議      事      の      経      過  

発  言  者  議題・発言内容・決定事項  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

仮議長  

 

 

 

 

 

 

委員  

 

仮議長  

 

委員  

開  会  １３時００分  

１  開  会  

（迎賓室へ移動）  

 

２  委嘱書の交付  

   副市長から委嘱書の交付  

 

３  市長あいさつ（副市長代読）  

（第１委員会室へ移動）  

  事務局職員紹介  

  会議の傍聴→可  原則公開  

 

４  議事  

  会議の成立  

   市協働事業審査委員会条例第５条第２項  

 

(１ )  正・副委員長の選出  

仮議長選出・・・櫻井晶夫委員  

議題第１号正・副委員長の選出を議題とする。  

川越市協働事業審査委員会設置要綱第５条第１項において、

審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって

これを定めると規定されている。委員長、副委員長の互選につ

いて意見はあるか。  

 

指名推薦の方法がよいと思う。  

 

指名推薦の方法でよろしいか。  

 

（異議なし）  
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仮議長  

 

委員  

 

仮議長  

 

委員  

 

仮議長  

 

 

 

 

委員長  

 

副委員長  

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

委員長  

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

指名推薦の方法に決定した。どなたかご指名はあるか。  

 

委員長に遠藤委員、副委員長に櫻井委員を推薦する。  

 

遠藤委員が委員長、私が副委員長でよろしいか。  

  

（異議なし）  

 

令和５年度協働事業審査委員会正副委員長は、委員長を遠藤

委員、副委員長を櫻井委員で決定する。正副委員長が決定した

ので、仮議長の任を解く。  

 

(２ )  正・副委員長の就任あいさつ  

委員長あいさつ  

 

 副委員長あいさつ  

 

委員紹介・挨拶  

 

（３）  会議の傍聴について  

議題の第３号、審査委員会設置に至る経緯について説明  

資料９：川越市協働事業審査委員会の傍聴に関する要領  

  

引き続き、この要領により行うことでよろしいか。  

  

（異議なし）  

 

（４）  令和５年度会議等スケジュールについて  

令和５年４月１０日：委嘱式・令和５年度プレゼンテーション  

等の説明について  

令和５年５月１５日：協働事業プレゼンテーションヒアリング  

令和５年５月２５日：「協働事業補助金」交付団体決定・「協働  
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事務局  

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

委員  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

委託事業」実施団体決定  

令和５年１月中旬頃：協働事業実施状況報告・報告会説明  

令和５年２月中旬頃：協働事業報告会  

令和５年３月下旬頃：令和 6 年度提案型協働事業採択 (継続事業 ) 

 

（５）  制度概要及び審査基準について  

資料４：制度のポイントを説明  

資料５：提案型協働事業補助金審査基準を説明  

資料６：協働委託事業審査基準  

 

昨年度川越市市制施行１００周年で政策企画課でも補助事業

があった。参加事業には昨年度の提案型協働事業と被っている

事業もいくつかあった。そのあたりのお金の使い方をもう一度

審査した方がいい。  

今年の委託事業は環境政策課とこども政策課、いつも委託団

体が同じで競争相手が出てこない。団体を育てるためにも競争

相手が出るといい。  

今年度５事業は継続事業だが、新規事業はどんなものが出て

いるのか。  

現在新規の申請は０件。相談を受けているのが文化芸術振興

課が所管課になっている音楽振興の事業１件。  

 

 協働事業をよりよくするには同じ団体だけでなく競争するの

がいい。その為には委託事業の担当課が川越市内の NPO を把握

してるのか。そういった点でも見直して欲しい。働きかけを地

域づくり推進課がやって欲しい。  

 

 平成３０年から令和４年まで地域づくり推進課が委託事業で

アートバーブズフォーラムと協働していた。その企画の際に協

働事業に応募する団体を増やす為に委託をして掘り起しに繋が

るようなことをやって後に結果的にネットワークづくりに繋が

ればいい。公民館を訪問するなど営業活動をやって欲しい。  
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市民部長  

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

委員長  

 

 

 

委員  

 

 

 

市民部長  

 

 

 

委員長  

 

 

 また、地域づくり推進課は４年間の委託事業を検証して総括

を行うべき。委員会で報告して欲しい。地域づくり推進課の目

標は協働事業の応募数を増やすことではないのか。  

 

 ＮＰＯ法人と市の所管課が組んで協働事業をやっている。ま

ず職員が協働事業について理解する必要がある。この点につい

てはこれまでも周知はしているが、担当レベルまで行き届いて

いるかわからない部分もあるので検討させていただく。また、

応募数については今までの手法では新しいとことが少ない状況

なので何かしら違ったアプローチが必要かと思うので両方から

検討させていただく。  

 

 何のためのネットワークづくりなのかわかっていない。ネッ

トワークを活かすのは似たような団体が新しい事業を立ち上げ

るとか既存の事業をもっとやるべきだとかそういうものがあっ

ていいはずなのにこの審査委員会に出てきていない。  

 

審査委員会の役割として団体だけに任せるのではなくて、ど

ういうアドバイスをしていくのか、何もやらないで見ているの

はよくない。  

 

以前、報告会のときに職員研修もいっしょにやった。あれは

浸透させる意味で非常によかった。コロナの影響で一時なくな

ってしまったと思うがまたやって欲しい。  

 

 様々な意見をいただいたのでこれまでの取り組みを総括再評

価して今後よりよい形で協働事業が進むように検討させていた

だきたい。  

 

 以前 (職員研修 )は報告会だけだったが、プレゼンヒアリング

も他部署の職員にも見てもらいたい。報告だけだとわからない、

プレゼンヒアリングも報告会も聞いてもらいたい。  
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委員  

 

 

 

委員長  

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

委員長  

 

 

委員  

 

どこにも属さないで地域で活動しているボランティアもたく

さんある。そういった団体にも呼びかけて欲しい。その場合は

自治会長や公民館に声をかけるといい。  

 

今年応募が少ないので市民に魅力ある制度だと知ってもらう

方法も考えていく必要がある。制度は変えないが中身を工夫し

ていく。今年度は引き続き市民提案型の協働事業補助金と行政

提案型の協働委託事業の２本立てでやっていく。  

 

昨年度の１００周年記念事業はすごい数の事業があった。あ

ちらが多くてこちらが少ない理由のひとつは補助率２分の１に

ある。他市をみてもこの補助率は少ない。いきなり協働で所管

課を見つけるのはハードルが高い。補助率についても今後考え

てほしい。  

 

各公民館の運営協力委員会というのがある。年に１回そこを

職員がまわるのも周知のひとつの手段。  

 

協働指針の見直しについて、どういうやり方がいいのかきち

んと議論しないと提案団体も減るし、団体の掘り起しの方法も

はっきりしない。上部の方針が変わらなくても協働事業をどう

するか考えた方がいいと思う。  

 

（６）  令和５年度協働事業プレゼンテーション等について  

資料７：提案型協働事業プレゼンテーションを説明  

資料８：協働委託事業ヒアリングを説明  

 

 プレゼンテーションヒアリングは提案団体や所管課と直接話

ができるいい機会。  

 

 所要時間が１５分と決まっているは現状では新規事業が１件

で提案型補助金が６件、委託事業が２件なので２０分くらい時
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事務局  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

副委員長  

 

 

 

 

 

 

間をとってもいいのではないか。  

事務局としても質疑応答の時間等は短いと思っているので、

全部で８・９件であれば１団体２０分にすることも検討する。

件数が出揃った段階で委員長副委員長に相談させていただく。  

 

５  その他  

 ①委員の氏名公表について（委員名簿、会議録等）  

  同意書の記入  

 ②保険（公務災害補償等）  

 ③マイナンバーカードの番号変更があった場合  

 ④資料の郵送等について  

 

６  閉   会  

副委員長あいさつ  

 

閉会  １５時００分  

 

 

 


